
提

出

者

大

出

彰

平
成
十
六
年
十
二
月
二
日
提
出

質

問

第

七

六

号

金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
の
た
め
に
投
入
し
た
公
的
資
金
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

76



金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
化
の
た
め
に
投
入
し
た
公
的
資
金
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

先
般
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
第
二
八
号
（
内
閣
衆
質
一
六
一
第
二
八
号＝

以
下
答
弁
書
と
い
う
）
に

関
連
し
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
再
度
質
問
す
る
。

一

金
融
機
関
の
破
綻
に
関
連
し
た
金
銭
贈
与
額
十
八
兆
六
千
百
六
十
二
億
円
の
う
ち
、
交
付
国
債
に
よ
っ
て
、
す
で
に
償
還

を
受
け
た
十
兆
四
千
三
百
二
十
六
億
円
を
除
い
た
八
兆
千
八
百
三
十
六
億
円
の
返
済
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
三
十
四
号
）
に
お
け
る
保
険
料
で
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
答
弁
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
が
、
預
金
保
険
機
構
が
こ
れ
ま
で

に
徴
収
し
た
保
険
料
に
よ
っ
て
償
還
が
賄
わ
れ
た
金
額
は
い
く
ら
か
。
ま
た
、
当
該
金
額
の
残
額
の
返
済
期
間
の
見
通
し
が

困
難
で
あ
る
と
の
答
弁
で
あ
る
が
、
仮
に
平
成
十
五
年
度
の
保
険
料
収
入
が
今
後
も
続
く
と
仮
定
し
た
場
合
、
残
額
の
返
済

が
ど
の
程
度
の
期
間
で
完
了
す
る
か
の
見
通
し
を
示
さ
れ
た
い
。
国
民
の
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
の
信
頼
回
復
に
資
す
る
た
め
に

も
、
再
度
、
返
済
期
間
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
お
尋
ね
す
る
。

二

答
弁
書
「
三
の
一
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
金
融
機
関
か
ら
の
資
産
の
買
取
に
投
入
さ
れ
た
金
額
の
う
ち
、
す
で
に
回

収
不
能
と
な
っ
て
い
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
他
の
資
産
の
回
収
に
係
る
収
益
に
よ
り
、
当
該
損
失
を
賄
う
こ
と
が
で
き
る
場

合
が
あ
る
の
で
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
資
産
の
回
収
に
係
る
収
益
に
よ

一



り
、
個
々
の
資
産
の
回
収
に
お
け
る
損
失
を
賄
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
十
分
理
解
し
て
い
る
。
質
問
の
趣
旨

は
現
時
点
ま
で
に
お
い
て
、
企
業
の
倒
産
等
に
よ
っ
て
、
回
収
不
能
が
確
定
し
て
い
る
資
産
が
ど
の
程
度
あ
る
か
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
す
で
に
回
収
不
能
と
な
っ
て
い
る
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。

三

預
金
保
険
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
破
綻
金
融
機
関
か
ら
の
資
産
の
買
取
り
及
び
金
融
機
能
の
再
生
の
た

め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
二
号
。
以
下
「
金
融
再
生
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
に
基

づ
く
特
別
公
的
管
理
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
、
平
成
十
二
年
二
月
九
日
に
締
結
さ
れ
た
旧
株
式
会
社
日
本
長
期
信
用

銀
行
に
係
る
株
式
売
買
契
約
書
第
八
条
に
規
定
す
る
瑕
疵
担
保
特
約
及
び
同
年
六
月
三
十
日
に
締
結
さ
れ
た
旧
株
式
会
社
日

本
債
券
信
用
銀
行
に
係
る
株
式
売
買
契
約
書
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
瑕
疵
担
保
特
約
に
基
づ
く
貸
出

関
連
資
産
の
取
得
に
係
る
預
金
保
険
機
構
の
支
払
、
同
法
第
六
十
二
条
に
基
づ
く
特
別
公
的
管
理
銀
行
に
対
す
る
損
失
の
補

て
ん
等
の
金
額
、
六
兆
千
五
百
三
十
九
億
円
に
つ
い
て
、
お
尋
ね
す
る
。
金
融
再
生
法
第
六
十
一
条
に
基
づ
く
特
別
公
的
管

理
銀
行
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
四
兆
二
千
億
円
、
旧
長
銀
瑕
疵
担
保
特
約
支
払
い
に
係
る
金
額
八
千
八
百
六
億
円
、
旧
日
債

銀
瑕
疵
担
保
特
約
支
払
い
に
係
る
金
額
二
千
九
百
二
十
六
億
円
、
金
融
再
生
法
第
六
十
二
条
に
よ
る
損
失
補
て
ん
に
係
る
金

額
四
千
五
百
億
円
を
合
算
す
る
と
右
記
金
額
六
兆
千
五
百
三
十
九
億
円
に
三
千
三
百
七
億
円
不
足
す
る
。
こ
の
不
足
す
る
金

二



額
に
相
当
す
る
内
訳
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
援
助
又
は
補
て
ん
等
が
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
、
す
べ
て
詳

細
に
示
さ
れ
た
い
。

四

金
融
機
関
の
破
綻
に
関
連
し
た
金
銭
贈
与
額
、
金
融
機
関
か
ら
の
資
産
の
買
い
取
り
に
投
入
さ
れ
た
金
額
、
金
融
機
能
の

安
定
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
旧
安
定
化
法
」
と
い
う
。
）
、
金
融
機
能

の
早
期
健
全
化
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
早
期
健
全
化
法
」
と
い

う
。
）
、
預
金
保
険
法
、
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
九
十
号
。

以
下
「
組
織
再
編
成
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
資
本
注
入
額
及
び
三
項
目
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
の
金
額
を
合

計
し
た
四
十
六
兆
八
千
五
十
三
億
円
の
う
ち
、
す
で
に
回
収
さ
れ
た
金
額
十
一
兆
五
千
七
百
三
十
二
億
円
の
内
訳
に
つ
い

て
、
お
尋
ね
す
る
。
旧
安
定
化
法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
、
早
期
健
全
化
法
第
四
条
の
規
定
に

基
づ
く
株
式
等
の
引
受
け
等
、
預
金
保
険
法
第
百
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
株
式
等
の
引
受
け
等
及
び
組
織
再
編
成
特
別
措
置

法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
優
先
株
式
等
の
引
受
け
に
係
る
金
額
十
二
兆
三
千
八
百
六
十
九
億
円
の
う
ち
、
す
で
に
回
収
さ

れ
た
二
兆
七
百
十
六
億
円
、
金
融
機
関
か
ら
の
資
産
の
買
取
り
に
投
入
さ
れ
た
金
額
九
兆
六
千
四
百
八
十
三
億
円
の
う
ち
、

す
で
に
回
収
さ
れ
た
四
兆
九
千
六
百
六
十
一
億
円
、
金
融
再
生
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
公
的
管
理
銀
行
に
対

三



す
る
資
金
の
貸
付
四
兆
二
千
億
円
に
お
い
て
、
す
で
に
全
額
返
済
さ
れ
た
四
兆
二
千
億
円
を
合
算
す
る
と
十
一
兆
二
千
三
百

七
十
七
億
円
と
な
る
。
こ
れ
は
答
弁
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
す
で
に
回
収
さ
れ
た
金
額
十
一
兆
五
千
七
百
三
十
二
億
円
に

三
千
三
百
五
十
五
億
円
不
足
す
る
。
こ
の
不
足
す
る
金
額
の
内
訳
に
つ
い
て
、
す
べ
て
詳
細
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


